
令和 8年 4月 9日 

情報機器の持ち込みを希望される 

   保護者 様 

 

川崎市立登戸小学校 

校 長  棟 居  謙 

情報機器持ち込みについて 

  

本校は通常、学習用具以外のものは、学校に持ってこない約束になっていま

す。特別な事情から携帯電話及び携帯機能付き防犯ブザー、情報機器端末をお

子さんに持たせたい場合は依頼書の提出をお願いしています。。 

  

 承諾をする上で、次のことを必ず守っていただくことが前提です。 

 

□ 校内では出さない、使わない。 

□ 保護者もお子さんも持っていることを周りに知らせない。 

□ 紛失した場合は自己責任。 

 

万一守れなかった場合は、持ち込みを取り消す場合もあります。ご了承く

ださい。 

 

切 り 取 り 

持ち込み依頼書 

川崎市立登戸小学校 校長 様 

 

 携帯電話の持ち込みあたり次のことを、遵守し学校との取り決めについて承諾します。 

□ 校内では出さない、使わない。 

□ 保護者もお子さんも持っていることを周りに知らせない。 

□ 紛失した場合は自己責任。 

 

令和 8年 4月 9日 

年   組 児童名                 

      

 保護者名               


